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１【提出理由】

　2025年11月26日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年11月26日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、鈴木歩、小池政秀の２名を選任するものであり

ます。

 

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の合計金額の上限について、2024年11月

27日開催の定時株主総会で金銭報酬として年額80,000千円以内（社外取締役分は年額5,000千円以

内）と承認可決されていますが、経済情勢の変化及び諸般の事情を考慮しまして、当社の取締役（監

査等委員である取締役を除く。）の報酬額の合計金額の上限を、金銭報酬として年額150,000千円以

内（社外取締役分は、年額10,000千円以内）と変更するものであります。

 

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度改定

　　　　　　の件

2022年11月29日開催の第11回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締

役を除く。）の報酬枠とは別枠（本総会において第２号議案が承認可決されたことにより取締役（監

査等委員である取締役を除く）の金銭報酬として年額150,000千円以内（社外取締役分は、年額

10,000千円以内）となります。）にて、当社の監査等委員である取締役以外の取締役（社外取締役を

除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額20,000千円以内、譲

渡制限付株式報酬として発行又は処分される当社の普通株式の総数を年間80千株以内とすることにつ

いて承認可決されていますが、急速に変化する事業環境への対応を背景に取締役の役割・責務が増大

していることや中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意識をさらに高め、株主の皆様とのよ

り一層の価値共有を進めることを目的として、当社の監査等委員である取締役以外の取締役（社外取

締役を除く）、に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額100,000千円

以内、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分をする当社の普通株式の総数を年400千株以内（但

し、本議案が可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含

む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式報酬として発行又は処分をされる当社の普

通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）と変

更するものであります。

 

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案

取締役（監査等委員である取締役を

除く。）２名選任の件

   （注）１  

鈴木　歩 89,667 3,480 0
 

可決　96.263%

小池　政秀 89,635 3,512 0 可決　96.229%

第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の報酬額決定の件

87,267 5,880 0 （注）１ 可決　93.687%

第３号議案

取締役（監査等委員である取締役及

び社外取締役を除く。）に対する譲

渡制限付株式報酬制度改定の件

73,104 20,044 0 （注）１ 可決　78.481%
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（注）１．議決権を行使することができる出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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